
令和７年１月１日時
点で、東近江市内に
住民票がありますか。

過去に市内に居住又は申請
者の父母若しくは祖父母が、
令和７年１月１日時点で市内
に住民票があり、引き続き市
内に住民票がありますか。
※義父母、義祖父母でも可

いいえ

はい

いいえ

交付申請時に０歳児
から中学校修了前
の子どもがいる世帯
で、補助金の交付対
象となる住宅に引き
続き、その子どもと
同居しますか。

令和７年１月１日時点で
申請者は40歳未満です
か。（昭和60年１月２日以
降生まれである）

東近江市住まいる事業補助金 対象事業判別チャート （令和７年度）

はい

（共通の要件）① 市内の新築・建売・中古住宅（空家含む）を取得すること。 ④ 令和７年度内の住宅取得であること。

② 補助金交付申請時点において、市町村税を完納してい ※住宅取得：建物の所有権保存登記が完了することをいう。

ること。 ⑤ 市内に本社等を有する法人又は市内に住民登録を有する個人

③ 申請者は住宅の所有権を２分の１以上有すること。 事業者が、工事の全部又は一部を施工すること。（建売住宅

の購入及び中古住宅購入の場合は除く。）

市民子育て住宅取得事業

上限 20万円

はい

Uターン者住宅取得事業
上限 20万円

≪よくある質問≫

いいえ

補助の対象となりません。

はい

補助率５分の１ 全額商品券

補助率５分の１ 全額商品券

いいえ

（Ｑ）市民子育て住宅取得事業で、補助対
象住宅へ住民票を移す前に、一旦東近江市
外の実家またはアパート等に住民票を移そ
うと考えているが、それでも要件を満たし
ますか？

（Ａ）住宅取得のため、令和７年１月２日
以降、一時的に市外に転出し、令和８年３
月31日までに補助金の交付対象住宅に転居
し住民票を置く場合、対象となります。

（Ｑ）Uターン者住宅取得事業で、私は東
近江市に住民票をおいたまま、実際は市外
に数年間住んでいました。令和７年１月１
日の住民票は東近江市です。この場合は、
要件を満たしていることになりますか？

（Ａ）Uターン者住宅取得事業の要件である
令和７年1月1日の住所の確認は住民票にて
確認をしますので、対象外となります。


